
（別紙） 
平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

20．06 改正                                    （法１２０１）   

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
 

新たに内国法人を設立した
ので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平成   年   月   日 事 業 年 度 (自)   月   日 (至)   月   日 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額 

円 
消費税の新設法人に該当するこ
ととなった事業年度開始の日 

平成  年  月  日 

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態 

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名称 納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況    

設立の形態が２～４である場合の適格区分 適  格 ・ そ の 他 

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出
書」提出の有無 

有   ・   無 

氏 名  

関 与 
税 理 士 事務所所在地  

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ 登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）、登記簿謄本又はオンライン
登記情報提供制度利用 
（照会番号：         ） 
（発行年月日：  年  月  日） 
３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

 
連結親 
法人名 

 

所轄税務署 連結親 
法人の 
納税地 

〒 
 
 

電話（   ）   －     
 
 

連 結 親 法 人 連結子法人 

設 立 し た 法
人 が 連 結 子
法 人 で あ る
場 合 

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年  月  日 

 
 年 月 日  

 
税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 

19．06 改正                                    （法１２０１）   

 

           法 人 設 立 届 出 書 
 

※ 整 理 番 号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
 

新たに内国法人を設立した
ので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

設 立 年 月 日 平成   年   月   日 事 業 年 度 (自)   月   日 (至)   月   日 

資 本 金 又 は 
出 資 金 の 額 

円 
消費税の新設法人に該当するこ
ととなった事業年度開始の日 

平成  年  月  日 

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に営んでいる又は営む予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

設 立 の 形 態 

１ 個人企業を法人組織とした法人である場合 
２ 合併により設立した法人である場合 
３ 新設分割により設立した法人である場合（□分割型・□分社型・□その他） 
４ 現物出資により設立した法人である場合 
５ その他(              ) 
事業主の氏名、合併により消滅した法人の名称、
分割法人の名称又は出資者の氏名、名
称 

納 税 地 事 業 内 容 等 

   

設立の形態が１～４
である場合の設立前
の個人企業、合併によ
り消滅した法人、分割
法人又は出資者の状
況    

設立の形態が２～４である場合の適格区分 適  格 ・ そ の 他 

事業開始（見込み）年月日 平成    年    月    日 

「給与支払事務所等の開設届出
書」提出の有無 

有   ・   無 

氏 名  

関 与 
税 理 士 事務所所在地  

電話（   ）    －     

 

添

付

書

類

等 

１ 定款等の写し 
２ オンライン登記情報提供制度利
用（照会番号：     ）（発行
年月日： 年 月 日）又は登記
事項証明書（履歴事項全部証明
書）、登記簿謄本 
３ 株主等の名簿 
４ 現物出資者名簿 
５ 設立趣意書 
６ 設立時の貸借対照表 
７ 合併契約書の写し 
８ 分割計画書の写し 
９ その他（      ） 

 
連結親 
法人名 

 

所轄税務署 連結親 
法人の 
納税地 

〒 
 
 

電話（   ）   －     
 
 

連 結 親 法 人 連結子法人 

設 立 し た 法
人 が 連 結 子
法 人 で あ る
場 合 

「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」の提出年月日 
年  月  日 

 
 年 月 日  

 
税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 

 
 

 

法人設立届出書の記載要領等 
 
 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの
届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄附行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

(注)１ ｢オンライン登記情報提供制度｣(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、「(照会番号   )」及び「(発行年月
日： 年 月 日)」欄に｢照会番号｣及び｢発行年月日｣を記載してください。この場合には、登記事項証明書(履歴事項全
部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。 
２ 当該「照会番号」を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）した後、e－Tax によりこ
の届出書をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要がありま
す。）。 

 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の
様式によってください。） 

 氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係  

 

          円   

      
 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 
 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 
  (注)  合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記

載してください。 
 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 
 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 
 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す
る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法
人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定
の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 
なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課
税売上高により納税義務の有無を判定します。 
このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の
課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選
択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば
消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記
載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 
  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には
「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人
の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４
である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又
は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の
８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場
合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (11) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。 
 (12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 
 (13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (14) 「添付書類等」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
 (15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 
      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 
 (16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください
 (17) 「※」欄は、記入しないでください。 

法人設立届出書の記載要領等 
 
 内国法人である普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げる法人）を設立した場合には、その設立の日以後２月以内に
法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方法を参考としてこの
届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
 この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 なお、資本金１億円以上の内国普通法人の場合は２通提出してください。 
 ①  定款、寄付行為、規則又は規約（以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）及び（発行年月日：
年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合には、登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）又は登記簿謄本の添付は不要です。 

 
また、当該照会番号を記載して、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を送信（提出）して e－Tax によりこの届出書
をオンラインで提出することもできます（その他の添付書類については、別途提出していただく必要があります。）。 

 
 ③ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者（以下「株主等」といいます。）の名簿（次の
様式によってください。） 

 氏   名 住    所 株数又は 
口  数 

金   額  役職名及び当該法人の役員 
又は、他の株主等との関係  

 

          円   

      
 ④ 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類 
 ⑤ 設立趣意書 
 ⑥ 設立の時における貸借対照表 
 ⑦ 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 
 ⑧ 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載してください。 
 (3) 「設立年月日」欄には、登記簿に記載されている登記年月日を記載してください。 
  (注)  合併又は新設分割により設立した法人である場合には、新設合併設立法人又は新設分割設立法人の設立登記の日を記

載してください。 
 (4) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に営んでいる事業又は営む予定の

事業の種類を記載してください。 
 (5) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (6) 「資本金又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金額を記載してください。 
 (7) 「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄には、設立時の資本金の額又は出資金額が１千万円以

上である場合にその設立年月日を記入してください。この欄に設立年月日を記入した場合には、「消費税の新設法人に該当す
る旨の届出書」を提出する必要はありません。 

  (注)  新規に設立された法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資金の額が１千万円以上である法
人は、基準期間のない課税期間（一般的には、設立第１期目及び第２期目）について、消費税の納税義務の免除の規定
の適用はありませんので、消費税の確定申告書を提出する必要があります。 
なお、基準期間の課税売上高を計算できる課税期間（一般的には、設立第３期目）からは、原則どおり基準期間の課
税売上高により納税義務の有無を判定します。 
このため、設立第３期目以降において基準期間の課税売上高による判定では納税義務が免除される場合でも、消費税の
課税事業者となることを選択しようとするときには、改めて「消費税課税事業者選択届出書（第１号様式）」を、その選
択しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。これを提出していない場合には確定申告をすれば
消費税の還付を受けられるとしても、確定申告をすることはできませんので、ご注意ください。 

 (8) 「支店、出張所、工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務所、工場等を記
載してください。 

 (9) 「設立の形態」欄には、該当する形態の番号を○で囲んでください。 
  新設分割により設立した法人である場合には、当該分割が、法人税法第２条第 12 号の９（分割型分割）に該当する場合には
「分割型」、同第 12 号の 10（分社型分割）に該当する場合には「分社型」、又は分割承継法人の株式等を分割法人及び分割法人
の株主等のいずれにも交付するものである場合には「その他」のそれぞれ□にレ点を付してください。 

    なお、個人企業を法人組織とした法人である場合又は合併により設立した法人である場合には、「設立の形態が１から４
である場合の設立前の個人、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」欄に、個人企業当時の事業主の氏名又
は合併により消滅した法人の名称、納税地及び事業内容等を記載してください。 

 (10) 「適格区分」欄は、「設立の形態」が２から４である場合に、その合併、分割又は現物出資が、法人税法第２条第 12 号の
８（適格合併）、同第 12 号の 11（適格分割）又は同第 12 号の 14（適格現物出資）に該当する場合には「適格」、該当しない場
合には「その他」の文字を○で囲んでください。 

 (11) 「事業開始（見込み）年月日」欄には、設立後、事業開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載してください。 
 (12) 「『給与支払事務所等の開設届出書』提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれかの該当のものを○で囲んでくださ

い（既に別途に提出している場合は「有」を○で囲んでください。）。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出し

なければならないことになっております。 
 (13) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (14) 「添付書類」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
 (15) 「設立した法人が連結子法人である場合」欄は、設立と同時に連結子法人となった場合に記載してください。それ以外の

場合は記入しないでください。 
      なお、連結子法人である場合には、「完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類」を別途提出する必要があ

ります。 
 (16) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください
 (17) 「※」欄は、記入しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

外国普通法人となった旨の届出書の記載要領等 
 
  国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国

内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有する
こととなった場合には、その外国普通法人は該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとな

った日以後２月以内に外国普通法人となった旨の届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこと

になっていますので、下記の記載方法等を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。

 

記 

 
 １ 外国普通法人となった旨の届出書の提出部数及び添付書類 

   この届出書は、次に掲げる書類を添付して２通を納税地（２の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の

所轄税務署長に提出してください。 

  (1) 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの和訳文 

  (2) 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証

明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

  (3) 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内

にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有す

ることとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録

ならびに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 

  (4) 国内において行う事業の概要を記載した書類 

 ２ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、次により記載してください。 

   イ 国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第141条第１号から第３号までに規定するもの)にあっては

国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地 

   ロ イ以外の法人で不動産の貸付け等の対価（船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡）を受ける法人にあ

っては、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地 

   ハ イ及びロ以外の法人にあっては、法人税に関する申告、請求、その他の行為をする場所として選択した場所

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「事業年度」欄には、当該外国普通法人の事業年度を記載してください。 
  (4) 「国内において行う事業の目的及び種類」欄には、国内において行う事業の目的及び種類を具体的に記載

してください。 

  (5) 「国内にある事務所等」欄には、国内における主たる事務所、事業所等以外の国内にある事務所、事業所
等についてその名称と所在地を記載してください。 

  (6) 「国内において資産の運用等を行うこととなった日又は人的役務の提供を行うこととなった日」欄には、

国内に恒久的施設を有し事業を行う外国法人以外で、国内にある資産を有することとなった日又は人的役務
の提供を行うこととなった日を記載してください。 

  (7)  「国内にある資産の種類及び所在地」欄には、国内にある資産を有することとなった外国普通法人について、

その国内にある資産の種類及び所在地を記載してください。 

  (8) 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○

で囲んでください｡(既に別途に提出している場合も含みます｡) 

   (注)  給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月
以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 
  (9) 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 

  (10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (11) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

外国普通法人となった旨の届出書の記載要領等 
 
  国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合、人的役務の提供事業を国内において開始した場合又は国

内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有する
こととなった場合には、その外国普通法人は該当することとなった日又は開始した日若しくはその有することとな

った日以後２月以内に外国普通法人となった旨の届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこと

になっていますので、下記の記載方法等を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。
 

記 

 
 １ 外国普通法人となった旨の届出書の提出部数及び添付書類 

   この届出書は、次に掲げる書類を添付して２通を納税地（２の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の

所轄税務署長に提出してください。 

  (1) 定款、寄付行為、規則又は規約の和訳文 

  (2) 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証

明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

  (3) 国内に恒久的施設を有することとなったとき、国内において人的役務の提供事業を開始したとき又は国内

にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは不動産等の貸付けにより生ずる対価を有す

ることとなったときにおける、国内において行う事業又は国内にある資産についての貸借対照表及び財産目録

ならびに当該外国普通法人のそれらの時の属する事業年度の直前事業年度の貸借対照表 

  (4) 国内において行う事業の概要を記載した書類 

 ２ 各欄の記載方法 
    (1) 「納税地」欄は、次により記載してください。 

   イ 国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141条第１号から第３号までに規定するもの)にあっては

国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地 
   ロ イ以外の法人で不動産の貸付け等の対価（船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡）を受ける法人にあ

っては、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地 

   ハ イ及びロ以外の法人にあっては、法人税に関する申告、請求、その他の行為をする場所として選択した場所
  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 
  (3) 「事業年度」欄には、当該外国普通法人の事業年度を記載してください。 

  (4) 「国内において行う事業の目的及び種類」欄には、国内において行う事業の目的及び種類を具体的に記載

してください。 

  (5) 「国内にある事務所等」欄には、国内における主たる事務所、事業所等以外の国内にある事務所、事業所

等についてその名称と所在地を記載してください。 

  (6) 「国内において資産の運用等を行うこととなった日又は人的役務の提供を行うこととなった日」欄には、

国内に恒久的施設を有し事業を行う外国法人以外で、国内にある資産を有することとなった日又は人的役務

の提供を行うこととなった日を記載してください。 

  (7)  「国内にある資産の種類及び所在地」欄には、国内にある資産を有することとなった外国普通法人について、

その国内にある資産の種類及び所在地を記載してください。 
  (8) 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○

で囲んでください｡(既に別途に提出している場合も含みます｡) 

   (注)  給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月
以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな

らないことになっております。 
  (9) 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
  (10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

  (11) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ３ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基

づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

         国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合 
の届出書・国内事業管理親法人株式の数の 
増加又は減少があった場合の届出書 

※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

法 人 名 等  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                        

（フリガナ） 
 

 

責 任 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 

責 任 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     
    

国内事業管理親法人株式の              ので届け出ます。 
 

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

交付を受けた日 交付を受けた株式の銘柄 交付の基因と 
なった事実 

交付を受けた株式の数 
（又は出資の金額） 

交付を受けた日の属する事業年
度終了の時に有する株式の数
（又は出資の金額） 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

交
付
を
受
け
た
場
合 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

増加又は減少 
があった日 増加又は減少した株式の銘柄 増加又は減少した株式 

の数（又は出資の金額） 
増加又は減少の
基因となった事実 

増加又は減少があった日の属す
る事業年度終了の時に有する株
式の数（又は出資の金額） 

平成  年  月  日     

増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
場
合 平成  年  月  日     

参 

考 

事 

項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認 
印 

   

20．06改正  

交付を受けた 
数の増加又は減少があった 

（
規
格
Ａ
４
） 

         国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合 
の届出書・国内事業管理親法人株式の数の 
増加又は減少があった場合の届出書 

※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

法 人 名  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 

納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     
（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                        

（フリガナ） 
 

 

責 任 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 
 

 
 

 

 

       税務署長殿 

責 任 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     
    

国内事業管理親法人株式の              ので届け出ます。 
 

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

交付を受けた日 交付を受けた株式の銘柄 交付の基因と 
なった事実 

交付を受けた株式の数 
（又は出資の金額） 

交付を受けた日の属する事業年
度終了の時に有する株式の数
（又は出資の金額） 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

交
付
を
受
け
た
場
合 

平成  年  月  日  
□ 合 併 
□ 分割型分割 
□ 株 式 交 換 

  

事 業 年 度 自 平成  年  月  日   ～   至 平成  年  月  日 

増加又は減少 
があった日 増加又は減少した株式の銘柄 増加又は減少した株式 

の数（又は出資の金額） 
増加又は減少の
基因となった事実 

増加又は減少があった日の属す
る事業年度終了の時に有する株
式の数（又は出資の金額） 

平成  年  月  日     

増
加
又
は
減
少
が
あ
っ
た
場
合 平成  年  月  日     

参 

考 

事 

項 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                       ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算 
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認 
印 

   

19．06  

交付を受けた 
数の増加又は減少があった 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の 
届出書・国内事業管理親法人株式の数の増加又 
は減少があった場合の届出書の記載要領等 

 

  国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するものをいいます。以下

同じです。)が、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加

又は減少があった場合には、その交付を受けた日又はその増加若しくは減少のあった日の属する事業年度終了の日

の翌日から２月以内に、その事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数等を記載した届出書

を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっていますので、下記の記載方法等を参考としてこ

の届出書を作成し提出してください。 

 (注) 国内事業管理親法人株式とは、国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において行う事業に係る資産と

して管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式（以下、「国内事業管理株式」といいます。）を有

する場合において、内国法人が行う合併、金銭等不交付分割型分割、株式交換（それぞれ法人税法第 61 条の

２第２項、第４項、第９項に規定するものに限ります。）により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受

けた合併親法人株式等（外国法人の株式に限ります。）をいいます。 

 

記 

 １ 届出書の提出部数 

   この届出書は、２通を納税地（３の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

 ２ この届出書は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合とその数の増加又は減少があった場合に使用する

ことになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。 

   なお、同時に双方の届出を行う場合には、抹消は不要です。 

 ３ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地（た

だし、国税局長又は国税庁長官からの納税地の指定を受けている場合には、その指定を受けている納税地）

を記載してください。 

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「交付の基因となった事実」欄には、いずれか該当する□にレ印を付してください。 

  (4) 「交付を受けた日」及び「事業年度」の各欄には、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日及びその日

の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (5) 「交付を受けた株式の銘柄」及び「交付を受けた株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、交付を受け

た国内事業管理親法人株式の銘柄及び数（出資にあっては金額。以下同じです。）を記載してください。 

  (6) 「増加又は減少の基因となった事実」欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の数が増加又は減少す

ることとなった事由を、例えば、「株式分割」、「第三者への譲渡」、「本店移管」又は「株式併合」と記載して

ください。 

  (7) 「増加又は減少があった日」及び「事業年度」の各欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の増加又

は減少があった日及びその日の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (8) 「増加又は減少した株式の銘柄」、「増加又は減少した株式の数（又は出資の金額）」及び「増加又は減

少があった日の属する事業年度終了の時に有する株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、既に有する国

内事業管理親法人株式の銘柄、増加又は減少した数（その増加又は減少があった日の属する事業年度中にお

ける合計）及び当該事業年度終了の時に有する数を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

   (10) 「※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又

は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合の 
届出書・国内事業管理親法人株式の数の増加又 
は減少があった場合の届出書の記載要領等 

 

  国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するものをいいます。以下

同じです。)が、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合又は既に有する国内事業管理親法人株式の数の増加

又は減少があった場合には、その交付を受けた日又はその増加若しくは減少のあった日の属する事業年度終了の日

の翌日から２月以内に、その事業年度終了の時に有する国内事業管理親法人株式の銘柄及び数等を記載した届出書

を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっていますので、下記の記載方法等を参考としてこ

の届出書を作成し提出してください。 

 (注) 国内事業管理親法人株式とは、国内に恒久的施設を有する外国法人が、国内において行う事業に係る資産と

して管理し、かつ、国内の恒久的施設において管理する株式（以下、「国内事業管理株式」といいます。）を有

する場合において、内国法人が行う合併、金銭等不交付分割型分割、株式交換（それぞれ法人税法第 61 条の

２第２項、第４項、第９項に規定するものに限ります。）により、当該国内事業管理株式に対応して交付を受

けた合併親法人株式等（外国法人の株式に限ります。）をいいます。 

 

記 

 １ 届出書の提出部数 

   この届出書は、２通を納税地（３の「各欄の記載方法」により記載した納税地）の所轄税務署長に提出してく

ださい。 

 ２ この届出書は、国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合とその数の増加又は減少があった場合に使用する

ことになっていますので、いずれか一方の不要文字を抹消して使用してください。 

   なお、同時に双方の届出を行う場合には、抹消は不要です。 

 ３ 各欄の記載方法 

    (1) 「納税地」欄は、国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもののうちその主たるものの所在地（た

だし、国税局長又は国税庁長官からの納税地の指定を受けている場合には、その指定を受けている納税地）

を記載してください。 

  (2) 「責任者氏名」欄には、国内において行う事業又は国内にある資産の管理の責任者の氏名を､｢責任者住所｣

欄には、その者の住所を記載してください。 

  (3) 「交付の基因となった事実」欄には、いずれか該当する□にレ印を付してください。 

  (4) 「交付を受けた日」及び「事業年度」の各欄には、国内事業管理親法人株式の交付を受けた日及びその日

の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (5) 「交付を受けた株式の銘柄」及び「交付を受けた株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、交付を受け

た国内事業管理親法人株式の銘柄及び数（出資にあっては金額。以下同じです。）を記載してください。 

  (6) 「増加又は減少の基因となった事実」欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の数が増加又は減少す

ることとなった事由を、例えば、「株式分割」、「第三者への譲渡」、「本店移管」又は「株式併合」と記載して

ください。 

  (7) 「増加又は減少があった日」及び「事業年度」の各欄には、既に有する国内事業管理親法人株式の増加又

は減少があった日及びその日の属する当該外国法人の事業年度を記載してください。 

  (8) 「増加又は減少した株式の銘柄」、「増加又は減少した株式の数（又は出資の金額）」及び「増加又は減

少があった日の属する事業年度終了の時に有する株式の数（又は出資の金額）」の各欄には、既に有する国

内事業管理親法人株式の銘柄、増加又は減少した数（その増加又は減少があった日の属する事業年度中にお

ける合計）及び当該事業年度終了の時に有する数を記載してください。 

  (9) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押

印してください。 

   (10) 「※」欄は、記載しないでください。 

   （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

           収益事業開始届出書 ※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

名 称  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    －     

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                         ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

 

税務署長殿 代 表 者 住 所 
〒 
 
     電話(   )    －     

 新たに収益事業を開始したので届け出ます。 

収 益 事 業 
開 始 日 

平成   年   月   日 事 業 年 度 
自   月   日   自  月  日 
至   月   日   至  月  日 

事

業

の

目

的 

 

収
益
事
業
の
種
類 

 

収 益 事 業 の 種 類 事 業 場 等 の 名 称 所 在 地 収益事業の経営責任者 

 
 

  

    

    

収
益
事
業
を
営
む
事
業
場
等     

氏 名 
 

関 与 
 

税理士 事務所所在地 
 
 
      電話(   )      － 

添
付
書
類 

１ 収益事業の概要を記載した書類 
２ 収益事業についての貸借対照表 
（追 加） 

(備 考) 
 
 
 
 
 
   「給与支払事務所等の開設届出書」の提出の有無      有 ･ 無 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

18．06改正                                       （法１２０３） 

（
規
格
Ａ
４
） 

20．06 改正                                   （法１２０３） 

           収益事業開始届出書 ※整理番号  

（フリガナ） 
 

 

名 称  

本店又は主たる 
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    －     

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                         ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 
 

 

 

税務署長殿 代 表 者 住 所 
〒 
 

     電話(   )    －     

 新たに収益事業を開始したので届け出ます。 

収 益 事 業 
開 始 日 

平成   年   月   日 事 業 年 度 
自   月   日   自  月  日 
至   月   日   至  月  日 

事

業

の

目

的 

 

収
益
事
業
の
種
類 

 

収益事業の種類 事 業 場 等 の 名 称 所 在 地 収益事業の経営責任者 

 
 

  

    

    

収
益
事
業
を
営
む
事
業
場
等     

氏 名 

 

関 与 
 

税理士 
事務所所在地 

 
 
 
      電話(   )      － 

添
付
書
類 

１ 収益事業の概要を記載した書類 
２ 収益事業についての貸借対照表 
３ 定款等の写し 
４ 登記事項証明書（履歴事項全部証
明書）、登記簿謄本又はオンライン
登記情報提供制度利用 
（照会番号：     ） 
（発行年月日：  年  月  日） 
５ 合併契約書の写し 

(備 考) 
 
 
 
   「給与支払事務所等の開設届出書」の提出の有無      有 ･ 無 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
 

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業
開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考
としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 
 

記 
１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 
 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 
 (2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。)が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとな

った場合 
２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人(人格のない社団等に限ります。)の場合は２通） 
 提出してください。 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 

イ 収益事業の概要を記載した書類 
ロ 収益事業開始の日における収益事業についての貸借対照表 
 
ハ 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し 
ニ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 
(注) ｢オンライン登記情報提供制度｣(http://www.touki.or.jp)を利用した場合には、(照会番号   )及び

(発行年月日： 年 月 日)欄に｢照会番号｣及び｢発行年月日｣を記載してください。この場合には、登記
事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本の添付は不要です。 

ホ 合併により法人が設立され、かつ、その設立の時に収益事業を開始した場合における合併契約書の写し 
(2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。) 
イ 収益事業の概要を記載した書類 
ロ 国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事業についての貸借対
照表 

３ 各欄の記載方法 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 
  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 
   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 
   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合
において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括
している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)
を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、
   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 
  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 
  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 
  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 
  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 
    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな
らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
 (2) 外国法人(人格のない社団等に限ります。)が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとな

った場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記載しま
すが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 
(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)
に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち
その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 
(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人
に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ
い。 
(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を
する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 
 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
 (5)  「※」欄は記載しないでください。 

収益事業開始届出書の記載要領等 
 

 公益法人等又は人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後２月以内に収益事業
開始届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載要領等を参考
としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 
 

記 
１ 収益事業開始届出書を提出しなければならない法人等 
 (1) 内国法人である公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人）又は人格のない社団等が収益事業を開始した

場合 
 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合 
２ 収益事業開始届出書の提出部数及び添付書類 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通（外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の場合は２通）
 提出してください。 
（追 加） 

 (1) 収益事業の概要を記載した書類 
 (2) 収益事業開始の日又は国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった時における収益事

業についての貸借対照表 
 （追 加） 
 （追 加） 
 
 
 
 （追 加） 
（追 加） 
 
 
 

３ 各欄の記載方法 
 (1) 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合には、次により記載します。 
  イ 「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、次により記載します。 
   (ｲ) 公益法人等にあっては、登記してある主たる事務所の所在地を記載してください。 
   (ﾛ) 人格のない社団等にあっては、本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合にはその定められた所在

地、これらの定めがない場合には主たる事業場の所在地（移動販売業等のように事業場が転々移動する場合
において、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該社団等の行う業務を企画し、経理を統括
している場所があるときはその場所とし、その場所が転々移転するときは代表者又は管理人の住所とする｡)
を記載してください。 

  ロ 「代表者氏名」欄には、公益法人等又は人格のない社団等を代表する者の氏名を記載してください。ただし、
   人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては管理人の氏名を記載してくださ

い。 
  ハ 「事業の目的」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の本来の事業目的を記載してください。 
  ニ 「事業年度」欄には、公益法人等又は人格のない社団等の事業年度を記載してください。 
  ホ 「収益事業の種類」欄には、公益法人等又は人格のない社団等が営んでいる収益事業の種類を具体的に記載

してください。 
  ヘ 「『給与支払事務所等の開設届出書』の提出の有無」欄には、その提出の有無のいずれか該当のものを○で

囲んでください（既に別途に提出している場合も含みます｡）｡ 
    (注) 給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月

以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければな
らないことになっております。 

  ト 「(備考)｣欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
  チ 「添付書類」欄には、この届出書に添付したものを○で囲んで表示してください。 
 (2) 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等が国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有するこ

ととなった場合は､｢内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始した場合」に準じて記
載しますが、次の点に注意してください。 

  イ 「納税地」欄は、次により記載します。 
(ｲ) その法人が国内に恒久的施設を有する外国法人(法人税法第 141 条第１号から第３号までに規定するもの)
に該当するときは、その収益事業についての国内にある事務所、事業所、その他これらに準ずるもののうち
その主たるものの所在地を納税地として記載してください。 

(ﾛ) その法人が(ｲ)以外で不動産の貸付け等の対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く｡)を受ける法人
に該当するときは、その貸付け等をしている資産のうち主たる資産の所在地を納税地として記載してくださ
い。 

(ﾊ) その法人が(ｲ)及び(ﾛ)以外のものである場合には、その法人が法人税に関する申告、請求その他の行為を
する場所として選択した場所を納税地として記載してください。 

  ロ 「収益事業開始日」欄には、国内において行う収益事業開始の日を記載してください。 
 (3)  「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (4)  「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 
 (5)  「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
  （新 設） 

 

 

       普通法人又は協同組合等となった旨の届出書 
 

※ 整 理 番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

本店又は主たる
事務所の所在地 

〒 
 
     電話(   )    ―     

納 税 地 
〒 
 
 

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                          ○印 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

税務署長殿 
  
普通法人又は協同組合等に該当す
ることとなったので届け出ます。 代 表 者 住 所 

〒 
 
     電話(   )    ―     

名   称 所    在    地 

  

  

  

事

業

の

目

的 

(定款等に記載しているもの) 
 
 
 
(現に行っている又は行う予定のもの) 

支
店
・
出
張
所
・
工
場
等   

該当することとなった日 平成  年  月  日 事業年度 （自）  月  日 （至）  月  日 

該 当 理 由 
１ 公益認定の取消し 
２ 法人税法施行令第３条第１項又は第２項の規定に該当しなくなった場合 
３ その他(                                 ) 

該 当 す る こ と と な っ た 日 に お け る 
源 泉 徴 収 義 務 の 有 無 

有 ・ 無 

該 当 す る こ と と な っ た 日 に お け る 
消 費 税 課 税 事 業 者 の 状 況 

該 当 ・ 非該当 

氏 名 
 

関 与 
税 理 士 

事務所所在地 

 
 
 

電話（   ）    －     

添

付

書

類

等 

 
１ 定款等の写し 
２ 登記事項証明書（履歴事項全部
証明書）、登記簿謄本又はオンラ
イン登記情報提供制度利用 
（照会番号：     ） 
（発行年月日： 年 月 日） 
３ 貸借対照表 
４ その他 

（備 考） 

 

税 理 士 署 名 押 印 ○印 
 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 入力  名簿  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

20・06  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
  （新 設） 

 

普通法人又は協同組合等となった旨の届出書の記載要領等 

 

 公益法人等（収益事業を行っていないものに限ります。）が普通法人又は協同組合等（法人税法別表第３に掲げ
る法人）に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後２月以内に普通法人又は協同組合等
となった旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっておりますので、下記の記載方
法を参考としてこの届出書を作成し、添付書類を添えて提出してください。 

記 
１ 提出部数及び添付書類等 
  この届出書は、次に掲げる書類を添付して１通提出してください。 
 ①  定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるもの(以下「定款等」といいます。）の写し 
 ② 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 

(注) 「オンライン登記情報提供制度」（http://www.touki.or.jp）を利用した場合には、（照会番号    ）
及び（発行年月日： 年 月 日）欄に「照会番号」及び「発行年月日」を記載してください。この場合
には、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本の添付は不要です。 

 ③ 貸借対照表 
  
２ 各欄の記載方法 
 (1) 「本店又は主たる事務所の所在地」欄には、登記してある本店又は主たる事務所の所在地を記載してくだ

さい。 
 (2) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を、「代表者住所」欄には、その代表者の住所地を記載し

てください。 
 (3) 「事業の目的」欄には、定款等に記載されている事業の目的のうちその主なもの及び現に行っている事業

又は行う予定の事業の種類を記載してください。 
(4) 「支店・出張所・工場等」欄には、支店の登記の有無にかかわらずすべての支店、出張所、営業所、事務
所、工場等を記載してください。 

(5) 「該当することとなった日」欄には、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった年月日を記載
してください。 

 (6) 「事業年度」欄には、法令、定款等により定められている会計期間を記載してください。 
 (7) 「該当理由」欄には、該当する理由の番号を○で囲んでください。 
 (8)  「該当することとなった日における源泉徴収義務の有無」欄には、その源泉徴収義務の有無のいずれか該

当のものを○で囲んでください。 
    （注）給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けた場合には、その事務所等を設けた日から１月以内に「給与

支払事務所等の開設届出書」を当該事務所等の所在地等の所轄税務署長に提出しなければならないことになっており
ます。 

 (9) 「該当することとなった日における消費税課税事業者の状況」欄には、その消費税課税事業者の該当又は
非該当のいずれか該当のものを○で囲んでください。  

 (10) 「関与税理士」欄には、関与税理士の氏名及び事務所所在地を記載してください。 
 (11) 「添付書類等」欄は、この届出書に添付したものの番号を○で囲んでください。 
(12) 普通法人又は協同組合等となったことに伴い、法人名の変更を行っている場合は、｢(備考)｣欄に変更前の

法人名と変更年月日を記載してください。 
(13) 「（備考）」欄には、その他参考となる事項を記載してください。 

 (14) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押
印してください。 

 (15) 「※」欄は、記入しないでください。  



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

異動届出書の記載要領等 
 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人、法人課税信託を含む。）が事業年度等の変
更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業の譲
渡若しくは譲受け、法人の解散（信託の終了）・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合に、これを所轄の税務署長に届け
出るときに使用してください。 
 (注) 法人の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の届出は必要あ

りません。 
２ この届出書は次の提出先にそれぞれ１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 
 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 
① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 
② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 
③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 
 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 
   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 
３ 各欄は、次により記載してください。 
 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人等の名称」、「納税地」、「本店又は主たる
事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。なお、提出法人が法人課税信託の受託者である
場合には、「法人等の名称」欄に法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。また、受託者
が個人である場合には「代表者氏名」及び「代表者住所」をそれぞれ「氏名」及び「住所」と読み替えて記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法人名等」、
「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人となる法人）
の□にレ印を付してください。 
② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は連結親法人
となる法人）の□にレ印を付してください。 

 (3) 法人の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 
  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合 

異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 
(連結子法人) 

 
 

 
○○○ △△△ □□  

 
△△△ □□□ ○○ 

 
1９・○・○ 

  ロ 吸収合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
吸 収 合 併 

 
 合併法人 ㈱ ○○○ 

（△△市××町  ） 
（合併期日） 
1９ ・ ○ ・ ○ 

 
 

    （注）連結子法人が合併等で連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係等
を有しなくなった旨を記載した書類」を提出してください。 

ハ 新設合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
新 設 合 併 

 
 新設合併設立法人 

 ㈱ ◇◇◇ 
（○○市××町  ） 

 
1９ ・ ○ ・ ○ 

(注)１ 新設分割型分割についても｢異動年月日｣欄には、新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください。 
２ 信託の併合は合併とみなされるので、適格合併、非適格合併のいずれかの□にレ印を付してください。 

 （追 加） 
 
 
(4) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 
(5) 「合併、分割の場合｣欄には、該当する□にレ印を付してください。なお、分割の場合には、分割型分割、分社型分割の区
分のほか、適格分割に該当するかどうかの区分も□にレ印を付してください。また、信託の分割は、分割型分割に含まれる
ものとされています。 

(6) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。 
 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 
４ 異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。 
（追 加） 
 
 

異動内容を記載 
(転出)法務局の
本店移転登記の
日を記載 

合併法人の名称及び
本店所在地を記載 

合併契約書において合併の
効力発生日と定めた日を記載

連結法人の場合、異動事項等の該当
する法人の親・子の関係を記載

新設合併設立法人の名称
及び本店所在地を記載 新設合併設立法人の

設立登記の日を記載 

異動届出書の記載要領等 
 
１ この届出書は、法人（国及び地方公共団体の特別会計、連結納税を申請中の法人、法人課税信託を含む。）が事業年度等の変
更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による
事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散（信託の終了）・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合に、こ
れを所轄の税務署長に届け出るときに使用してください。 
 (注) 法人の合併又は分割により新たに設立した法人が、「法人設立届出書」を届け出る場合には、当該届出書の届出は必要あ

りません（「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」についても同様です。）。 
２ この届出書は次の提出先にそれぞれ１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 
 (1) 納税地の異動があった場合（提出法人：納税地を異動した法人） 

異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長 
 (2) 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地に異動があった場合（提出法人：連結親法人） 

① 連結親法人の納税地の所轄税務署長 
② 異動のあった連結子法人の異動前の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 
③ 異動のあった連結子法人の異動後の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長 

  (注) 上記①～③のすべてに提出していただくことになります。 
 (3) 上記(1)及び(2)以外の異動があった場合（提出法人：異動のあった法人） 
   異動のあった法人の納税地（連結子法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）の所轄税務署長 
３ 各欄は、次により記載してください。 
 (1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「法人等の名称」、「納税地」、「本店又は主たる

事務所の所在地」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。なお、提出法人が法人課税信託の受託者である
場合には、「法人等の名称」欄に法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。また、受託者
が個人である場合には「代表者氏名」及び「代表者住所」をそれぞれ「氏名」及び「住所」と読み替えて記載してください。 

 (2) 「異動のあった□連結子法人等」欄には、次の場合に応じて該当する□にレ印を付すとともに、当該法人の「法人名等」、
「納税地（本店又は主たる事務所の所在地）」、「代表者氏名」及び「代表者住所」を記載してください。 

  ① 提出法人が連結親法人（又は連結親法人となる法人）の場合は、異動のあった連結子法人（又は連結子法人となる法人）
の□にレ印を付してください。 
② 提出法人が連結子法人（又は連結子法人となる法人）の場合は、異動のあった法人に係る連結親法人（又は連結親法人
となる法人）の□にレ印を付してください。 

 (3) 法人の合併等に係る異動の場合は、「異動事項等」の各欄は、次の記載事項により記載してください。 
  イ 本店又は主たる事務所の所在地の異動の場合 

異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
本店又は主たる 
事務所の所在地 
(連結子法人) 

 

 
○○○ △△△ □□  

 
△△△ □□□ ○○ 

 
1９・○・○ 

  ロ 吸収合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
吸 収 合 併 

 
 合併法人 ㈱ ○○○ 

（△△市××町  ） （合併期日） 
1９ ・ ○ ・ ○ 

 

    （注）連結子法人が合併等で連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合は、別途「連結完全支配関係等
を有しなくなった旨を記載した書類」を提出してください。 

ハ 新設合併の場合（被合併法人）       
異 動 事 項 等  異 動 前 異 動 後 異動(登記)年月日 
新 設 合 併 

 
 新設合併設立法人 

 ㈱ ◇◇◇ 
（○○市××町  ） 

 
1９ ・ ○ ・ ○ 

(注)１ 新設分割型分割についても｢異動年月日｣欄には、新設分割設立法人の設立登記の日を記載してください。 
２ 信託の併合は合併とみなされるので、適格合併、非適格合併のいずれかの□にレ印を付してください。 

(4) 普通法人に該当していた一般社団法人若しくは一般財団法人が公益法人等に該当することとなった場合、公益法人等に該
当していた一般社団法人若しくは一般財団法人が普通法人に該当することとなった場合、又は社団法人若しくは財団法人が
行政庁の認定若しくは認可を受けた場合は、「異動事項等」欄に「法人区分の変更」と記載の上、右側の各欄にそれぞれ異動
前、異動後の法人区分等を記載してください。なお、公益法人等に該当することとなった場合には「（備考）」欄に収益事業
の有無を併せて記載してください。 
 （注）法人区分は、一般社団法人又は一般財団法人のうち、①公益認定を受けているものを「公益認定法人」、②法人税法

上の非営利型法人に該当しているものを「非営利型法人」、①及び②以外のもので行政庁の認可を受けているものを「普
通法人」とし、行政庁の認定又は認可を受ける前の社団法人又は財団法人を「特例民法法人」としてください。 

(5) 「所轄税務署」欄には、納税地を異動した場合のみ記入してください。 
(6) 「合併、分割の場合｣欄には、該当する□にレ印を付してください。なお、分割の場合には、分割型分割、分社型分割の区
分のほか、適格分割に該当するかどうかの区分も□にレ印を付してください。また、信託の分割は、分割型分割に含まれる
ものとされています。 

(7) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してください。 
(8) 「※」欄は、記載しないでください。 

４ 異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります。 
５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税
務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人等の名称」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法
人課税信託の名称を併せて記載してください。 

異動内容を記載 (転出)法務局の本店
移転登記の日を記載 

合併法人の名称及び本店所在地を記載 合併契約書において合併の 
効力発生日と定めた日を記載

連結法人の場合、異動事項等の該当
する法人の親・子の関係を記載 

新設合併設立法人の名称及び本店所在地を記載 

新設合併設立法人の設立登記の日を記載



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
開 設 

給与支払事務所等の 移 転 届出書の記載要領等 
廃 止 
 

１ この届出書は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した日から１か月以内

にその事務所等の所在地の所轄税務署長（移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等

の所在地の所轄税務署長）に提出してください。 

２ 各欄は、次により記載してください。 
「 開設 

(1) 標題の  移転  の文字は、届出の区分に応じ該当する文字を○で囲んでください。 
 廃止 」 

(2) ｢名称｣、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本

店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる

事務所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してくださ

い。 

(注) この場合、「住所又は本店の所在地」欄に届出者の住所(居所）又は本店(主たる事務所）

の所在地を記載してください。 

(3) 「開設・廃止の内容」欄は、該当するものにレ印を付し、それ以外の場合には、その他にレ印

を付してその内容を(  )内に記載してください。 

(4) 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始さ

れない場合に、給与の支払を開始した日（又は開始予定日）を記載してください。 
前  

(5) 「移転  の所在地」欄は、給与支払事務所等を移転した場合のみ、該当する文字を○で囲む後 
とともに、移転前の所在地を所轄する税務署長に提出するときは移転後の所在地を記載し、移

転後の所在地の税務署長に提出するときは移転前の所在地を記載してください。 

(6) 「従事員数及び給与支払の状況」の「給与の定め方」欄には日給・月給等の区分を記載し、「税

額の有無」欄には各人ごとの給与額及び扶養親族等の状況等からみて納付すべき税額があるか

どうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合には「無」

を、その他の場合には「有」を○で囲んでください。 

(7) 「その他参考事項」欄は、法人成りにより個人の事業を廃止した場合のその廃止した事業に係

る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士

等が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 給与支払事務所等の廃止届出書については､｢名称」､｢所在地」､｢代表者氏名」､｢給与支払事務所

等を廃止した年月日」､｢廃止の内容」､｢住所又は本店の所在地」だけ記載してください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、

国税に関する法律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「名称」の欄

には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 
開 設 

給与支払事務所等の 移 転 届出書の記載要領等 
廃 止 
 

１ この届出書は、給与の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した日から１か月以内

にその事務所等の所在地の所轄税務署長（移転の場合には、移転前と移転後のそれぞれの事務所等

の所在地の所轄税務署長）に提出してください。 

２ 各欄は、次により記載してください。 
「 開設 

(1) 標題の  移転  の文字は、届出の区分に応じ該当する文字を○で囲んでください。 
 廃止 」   

(2) ｢名称｣、「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しくは本

店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

ただし、この届出の対象とする事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる

事務所）の所在地と異なるときは、この届出の対象とする事務所等の所在地を記載してくださ

い。 

(注) この場合、「住所又は本店の所在地」欄に届出者の住所(居所）又は本店(主たる事務所）

の所在地を記載してください。 

(3) 「開設・廃止の内容」欄は、該当するものにレ印を付し、それ以外の場合には、その他にレ印

を付してその内容を(  )内に記載してください。 

(4) 「給与支払を開始する年月日」欄は、給与支払事務所等を開設した月中に給与の支払が開始さ

れない場合に、給与の支払を開始した日（又は開始予定日）を記載してください。 
前  

(5) 「移転  の所在地」欄は、給与支払事務所等を移転した場合のみ、該当する文字を○で囲む後 
とともに、移転前の所在地を所轄する税務署長に提出するときは移転後の所在地を記載し、移

転後の所在地の税務署長に提出するときは移転前の所在地を記載してください。 

(6) 「従事員数及び給与支払の状況」の「給与の定め方」欄には日給・月給等の区分を記載し、「税

額の有無」欄には各人ごとの給与額及び扶養親族等の状況等からみて納付すべき税額があるか

どうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合には「無」

を、その他の場合には「有」を○で囲んでください。 

(7) 「その他参考事項」欄は、法人成りにより個人の事業を廃止した場合のその廃止した事業に係

る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を記載してください。 

(8) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士

等が署名押印してください。 

(9) 「※」欄は、記載しないでください。 

３ 給与支払事務所等の廃止届出書については､｢名称」､｢所在地」､｢代表者氏名」､｢給与支払事務所

等を廃止した年月日」､｢廃止の内容」､｢住所又は本店の所在地」だけ記載してください。 

（追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
 特定信託契約の締結等の届出書   ※整理番号  

〒 
納 税 地         

   電話(   )     － 
 

（フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称   

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名            ○印  
 

特定信託の名称          

特 定 信 託 の         
委 託 者 の 名 称         

 

 税務署長殿 
※ 信託区分番号  

 

 

   新 た に 特 定 信 託 契 約 を 締 結 す る こ と                          
   特定信託以外の信託が特定信託に該当すること                          

になったので届け出ます。               

特定信託の契約締結等の日               平成  年  月  日  

信 託 期 間               自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

一 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 特 定 信 託 契 約 に          
定 め る 計 算 期 間          

二 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

一 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 
計 算 期 間          

二 期 目     自 平成  年  月  日  至 平成  年  月  日 

計 算 期 間 に 係 る          
特 記 事 項          

  □ ① 計算期間の末日が営業日でない場合は翌営業日と規定されている。 
  □ ② 三期目以降の計算期間が一定でない。 
  □ ③ その他（                         ） 

添 付 
 
 

書 類 

 
 
 
 
 

１ 特定信託の契約（一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、 
その最初の契約）に係る契約書の写し 
２ 特定信託の約款の写し（特定目的信託にあっては、資産の流動化に関する法律第２条 
第 13 項（定義）に規定する資産信託流動化計画の写し） 
３ その他（                   ） 

 
 
 
 
 

 （備 考） 

 
 

 

 
 

    

 税 理 士 署 名 押 印             ○印   

              

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

 18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託契約の締結等の届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、法人が以下の表の各事項に該当することとなった場合に、下記２の各欄の記
載要領等を参照して作成し、納税地の所轄税務署に添付書類とともに１通（調査課所管法人に
ついては２通）提出してください。 
 

 提    出    事    由 提 出 期 限 等 

(1) 
 特定信託契約（一の約款に基づき複数の信託契約が締
結される特定信託の場合には、その最初の契約）を締結
した場合 

 特定信託契約を締結し
た日から２カ月以内  

(2) 
 既に締結していた特定信託以外の信託が、特定信託契
約に該当することとなった場合 

 該当することとなった
日以後すみやかに 

 

 
２ 各欄は次により記載してください。 
(1)  「特定信託の委託者の名称」欄には、特定信託が「投資信託及び投資法人に関する法
律」第２条第１項（定義）に規定する委託者指図型投資信託に該当する場合に、当該特
定信託の委託者の名称を記載してください。 

(2)  本文については、「新たに特定信託契約を締結すること」又は「特定信託以外の信託が
特定信託契約に該当すること」のうち、該当しないものを二重線で抹消してください。 

(3)  「特定信託の契約締結等の日」欄には、当該特定信託の受託者と委託者が特定信託に
係る契約を締結した日又は既に締結していた特定信託以外の信託が特定信託に該当する
こととなった日を記載してください。 

(4)  「信託期間」欄には、特定信託の契約又は当該契約に基づく約款に定める信託期間を
記載してください。 

(5)  「特定信託に定める計算期間」欄には、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定
める特定信託の計算期間を記載してください。 

(6)  「計算期間」欄には、法人税法第15条の3（計算期間）第１項又は第２項に規定する計
算期間を記載してください。 

(7)  「計算期間に係る特記事項」欄は、該当する事項に「レ」点を付してください（その
他の場合については、その内容をかっこの中に記載してください｡）。 
  また、備考欄には、特記事項に係る各期の計算期間（自・至）を記載してください
（欄が不足する場合には、適宜の用紙を使用してください｡）｡ 
(8)  「添付書類」欄には、この届出書に添付した書類の番号を○で囲み、それ以外の書類を
添付した場合は、その書類の名称をその他のかっこの中に記載してください。 

(9)  「(備考)」欄には、その他参考となる事項を記載してください。 
(10) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、そ
の税理士等が署名押印してください。 

(11) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

事 業 年 度 指 定 通 知 書 
                            

   貴法人の事業年度については、法令又は定款、寄附行為、規則若しくは規約にその定め 

がなく、かつ、事業年度の届出がないので、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 13 条 

第 3 項の規定により、下記のとおり指定したから通知します。 

記 

  

             自   月   日 

     事 業 年 度             （年 1 回決算）  

             至   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 

20.06 改正                                  （法１２２５）  

（
規
格
Ａ
４
） 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

 

事 業 年 度 指 定 通 知 書 
                            

   貴法人の事業年度については、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約にその定め 

がなく、かつ、事業年度の届出がないので、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 13 条 

第 3 項の規定により、下記のとおり指定したから通知します。 

記 

  

             自   月   日 

     事 業 年 度             （年 1 回決算）  

             至   月   日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 
 

 

   

 

17.03 改正                                  （法１２２５）  

（
規
格
Ａ
４
） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
事業年度指定通知書 

 
 １ 使用目的 

   「事業年度指定通知書」(法 1225)は、法令又は定款、寄附行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ、事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。 

 ２ 作成部数 

   複写により２部作成し、その１部を原義として決裁を受け、他の１部を法人に送付する。 

 ３ 記載要領 

項 目 内 容 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

４ 送付にあたっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等が

その法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

 
事業年度指定通知書 

 
 １ 使用目的 

   「事業年度指定通知書」(法 1225)は、法令又は定款、寄付行為、規則若しくは規約に事業年度の定めがなく、か

つ、事業年度の届出がない法人について、事業年度を指定し、通知する場合に使用するものである。 

 ２ 作成部数 

   複写により２部作成し、その１部を原義として決裁を受け、他の１部を法人に送付する。 

 ３ 記載要領 

項 目 内 容 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 

調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 

(1) 税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所

属国税局名を記載する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用することに

留意する。）。 

(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 

「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法人

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する。 

また、「･･･（提出先は    国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分に

は、当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。 

４ 留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

（追 加） 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                              国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
         法人税及び消費税の納税地指定通知書 
 
 
 
 
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                              国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
         法人税及び消費税の納税地指定通知書 
 
 
 
 
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名             殿 

 
 
 
 
                                 国 税 局 長 
 
 
 
 
           法 人 税 及 び 消 費 税 の 納 税 地 指 定 通 知 書 
 
 
 
      
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名             殿 

 
 
 
 
                                 国 税 局 長 
 
 
 
 
           法 人 税 及 び 消 費 税 の 納 税 地 指 定 通 知 書 
 
 
 
      
  法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
 
 
 

記 
 
 
 
   指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 

 
  
 
法 人 名 等 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                               国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納 
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 

 
  
 
法 人 名 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                               国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定通知書（指定替え） 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納 
 
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事 
 
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費 
 
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。 
 
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納 
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 局 長 
 
 
 
 
           法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え) 
 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納  
  
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事  
  
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費  
  
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。  
  
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納  
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                      第    号 
                                 平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 

 
 

  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 局 長 
 
 
 
 
           法人税及び消費税の納税地指定通知書(指定替え) 
 
 
 
 
   法人税法第18条及び消費税法第23条の規定により、下記の地を貴法人の法人税及び消費税の納  
  
 税地として指定したから通知します。したがって、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事  
  
 務は、指定納税地を所轄する  税務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費  
  
 税の申告書、諸届出書等は同税務署長に提出してください。  
  
  なお、  年  月  日付  第  号による貴法人に対する法人税及び消費税の納  
 
 税地指定の処分は、この通知により失効することとなります。 
 
 
                      記 
 
 
 
  指定納税地   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定し  
  
 ましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                国 税 庁 長 官 
 
 
 
 
          法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定し  
  
 ましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名 等  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                  国 税 局 長 
 
 
 
 
            法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定  
  
 しましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20．06 改正  

（
規
格
Ａ
４
）

 
                                        第    号 
                                   平成  年  月  日 
 
 
  
 
法 人 名  

 
  
 
代表者氏名  殿 

 
 
 
 
                                  国 税 局 長 
 
 
 
 
            法人税及び消費税の納税地指定解除通知書 
 
 
 
 
 
 
 年  月  日付  第  号をもって貴法人の法人税及び消費税の納税地を指定  
  
 しましたが、この度この指定を解除したから通知します。  
  
   なお、今後、貴法人の法人税及び消費税に関する事務は、本店所在地を所轄する  税  
  
 務署長が行うこととなりますから、法人税及び消費税の申告書、諸届出書等は、同税務署長あて  
 
 提出してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17．03 改正 

（
規
格
Ａ
４
）



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

 特 定 信 託 に 係 る 計 算   
  

 期 間 の 変 更 等 届 出 書   

  
※整理番号  

 

   〒 

   
納 税 地 

   電話(   )     － 
  （フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  
 

代 表 者 氏 名          ○印 

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※  信託区分番号  

 

 

特 定 信 託 契 約 又 は 約 款 の 計 算 期 間 を 変 更 し た こ と 

特 定 信 託 契 約 が 計 算 期 間 の 中 途 に お い て 終 了 し た こ と 

特定信託が計算期間の中途において特定信託に該当しなくなったこと 

から、下記のとおり 

 

 
計 算 期 間 が 変 更 に な り ま し た 

特定信託に係る信託期間が終了しました 
ので、法人税法第 15条の 3の規定に基づき届け出ます。 

 
記 

 １ 計算期間の変更 

変 更 前 計 算 期 間             変 更 後 計 算 期 間             変更後計算期間の翌計算期間 

 
 

（自） （至） （自） （至） （自） （至） 

･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･ ･  ･  

 ２ 特定信託に係る信託期間の終了 

 特 定 信託契約の終了の日                平成  年  月  日 

 特定信託に該当しなくなった日  平成  年  月  日 
 

 添 付 書 類         １ 契約書の写し  ２ その他（                       ） 

 （備 考） 

 

 

 

    

 税 理 士 署 名 押 印             ○印  

               

 ※ 税 務 署 処 理 欄          管理  部門  決算 
期  業種 

番号  入力  名簿   

   16･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る計算期間の変更等届出書の記載要領等 
 

１ この届出書は、特定信託が以下の各事項に該当することとなった場合に、特定信託の受託者

である法人が所轄の税務署長に届け出るときに使用してください。 

(1) 特定信託契約又は約款の計算期間を変更した場合 

(2) 特定信託契約が計算期間の中途において終了した場合 

(3) 特定信託が計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなった場合 

２ この届出書は１通（調査課所管法人は２通）提出してください。 

３ この届出書には、特定信託の計算期間を変更したことが確認可能な書類（契約書の写し等）

を添付してください。 

４ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 本文については、該当しないものを二重線で抹消してください。 

(2) 「１ 計算期間の変更」欄には、法人税法第15条の3（計算期間）第１項又は第２項に規

定する計算期間の変更前計算期間、変更後計算期間及び変更後計算期間の翌計算期間のそれ

ぞれの計算期間の開始及び終了の日を記載してください。 

(3) 「２ 特定信託に係る信託期間の終了」欄には、特定信託契約が計算期間の中途において

終了した場合における当該特定信託契約の終了の日又は特定信託契約が計算期間の中途にお

いて特定信託に該当しないこととなった場合における当該特定信託に該当しなくなった日を

記載してください。 

(4) 「添付書類」欄には、上記１(1)から(3)の事項に係る契約書の写しを添付した場合は「契

約書の写し」を○で囲み、それ以外の書類を添付した場合は、その書類の名称をその他のか

っこの中に記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税

理士等が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
  特定信託の事務引継届出書  

 
 

※整理番号  

〒 
 納 税 地         

   電話(   )     － 
 （フリガナ）  

 平成  年  月  日 受 託 者 の 名 称          

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名             ○印 
 

 
特定信託の名称         

 
 

特 定 信 託 の         
委 託 者 の 名 称         

 

 税 務 署長殿 
※  信託区分番号  

   特定信託の信託事務の引継ぎを受けたので、法人税法第 148 条の２の規定により届け出ます。 

 納 
 税 
 地 

    特定信託の信託 
 
   事務の引継ぎを 
 
  行った受託者 

 名 
 
 称 

 

  引 継 ぎ の 日           平成   年   月   日  

  添 付 書 類          

  引 継 ぎ の 理 由          

 （備 考） 

 

 

 

  
 
 税 理 士 署 名 押 印                   ○印 

 

               

 ※税務署 
処理欄 管理  部門  決算 

期  業種 
番号  入力  名簿  通信日付印 年 月 日 確認印   

   18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託の事務引継届出書の記載要領等 
 

１ 法人が、特定信託契約の信託事務の引継ぎを受けた場合に、その引継ぎの日以後２月以内に、

当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、納税地の所轄税務署に提出してください。 

２ この届出書は１通（調査課所管法人は２通）提出してください。 

３ 各欄は、次により記載してください。 

(1) 「特定信託の信託事務の引継ぎを行った受託者」欄には、特定信託の信託事務の引継ぎ

を行った受託者の納税地及び名称を記載してください。 

(2) 「引継ぎの日」欄には、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた年月日を記載してくださ

い。 

(3) 「添付書類」欄には、当該引継ぎの事実を証する書類としてこの届出書に添付した書類

の名称を記載してください。 

(4) 「引継ぎの理由」欄には、当該引継ぎを受けた理由を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その

税理士等が署名押印してください。 

(6) 「※」欄は記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

（
規
格
Ａ
４
） 

           更 正 の 請 求 書 
            （ 単 体 申 告 用 ） ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名  

納 税 地 
〒 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印  

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 
事 業 種 目 業  

              
                      自 平成  年  月  日 
              の規定に基づき、              事業年度の確定申告に係る課税標準等に 
                      至 平成  年  月  日 
  ついて下記のとおり更正の請求をします。 
                          記 

区          分 この請求前の金額 更正の請求金額 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １             円  

軽 減 税 率 適 用 所 得 金 額 ２   同上の内 
訳 そ の 他 の 金 額 ( 1 － 2 ) ３   

所 得 

法 人 税 額 ４   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ５   

差 引 法 人 税 額 ( 4 － 5 ) ６   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 ７   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ８   土地譲渡 
利 益 金 同 上 に 対 す る 税 額 ９   

課 税 留 保 金 額 10   
留保金 

同 上 に 対 す る 税 額 11   

使 途 秘 匿 金 額 12   使 途 
秘匿金 同 上 に 対 す る 税 額 13   

法 人 税 額 計 (６ ＋ ７ ＋ ９ ＋ 1 1 ＋ 1 3 ) 14   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 15   

控 除 税 額 16   

差引所得に対する法人税額（ 1 4 － 1 5 － 1 6 ） 17   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 18   

納 付 す べ き 法 人 税 額 19   
差引 

還 付 金 額 20   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 21   
（更正の請求をする理由等） 

修正申告書提出年月日 平成  年  月  日 

更正決定通知書受理年月日 平成  年  月  日 
添付書類  

還付される税金 
の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する場合 
       銀行・金庫・組合      本店・支店 
       漁協 ・ 農協       本所・支所 
       預金 口座番号            

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを希望する場合 
   通常貯金口座の記号番号     －       
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 

               郵便局 

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印 

 
※税務署 
処理欄 

部門  
決算
期 

 
業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   

18．06改正                                       （法 １１０１）  

国税通則法第23条 
法人税法第80条の２ 

（
規
格
Ａ
４
） 

           更 正 の 請 求 書 
            （ 単 体 申 告 用 ） ※整理番号  

（フリガナ）  

法 人 名 等  

納 税 地 
〒 
 
     電話（   ）    －     

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名 ○印  

代 表 者 住 所 
〒 

 
 
 
 
 
平成  年  月  日 

 
 

 

       税務署長殿 
事 業 種 目 業  

              
                      自 平成  年  月  日 
              の規定に基づき、              事業年度の確定申告に係る課税標準等に 
                      至 平成  年  月  日 
  ついて下記のとおり更正の請求をします。 
                          記 

区          分 この請求前の金額 更正の請求金額 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 １             円  

軽 減 税 率 適 用 所 得 金 額 ２   同上の 
内 訳 そ の 他 の 金 額 ( 1 － 2 ) ３   

所 得 

法 人 税 額 ４   

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ５   

差 引 法 人 税 額 ( 4 － 5 ) ６   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 ７   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額 ８   土地譲渡 
利 益 金 同 上 に 対 す る 税 額 ９   

課 税 留 保 金 額 10   
留保金 

同 上 に 対 す る 税 額 11   

使 途 秘 匿 金 額 12   使 途 
秘匿金 同 上 に 対 す る 税 額 13   

法 人 税 額 計 ( ６ ＋ ７ ＋ ９ ＋ 1 1 ＋ 1 3 ) 14   

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 15   

控 除 税 額 16   

差 引 所得に対する法人税額（ 1 4 － 1 5 － 1 6 ） 17   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 18   

納 付 す べ き 法 人 税 額 19   
差引 

還 付 金 額 20   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金 21   

（更正の請求をする理由等） 

修正申告書提出年月日 平成  年  月  日 

更正決定通知書受理年月日 平成  年  月  日 
添付書類  

還付を受けようと 
する金融機関等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 
       銀行            本店・支店 

金庫・組合         出 張 所 
       漁協・農協         本所・支所 
       預金 口座番号             

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 
  貯金口座の記号番号     －       
３ 郵便局等の窓口での受け取りを希望する場合 

郵便局名等             

 
税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

 
※税務署 
処理欄 

部門  決算
期 

 業種 
番号 

 
整理
簿 

 備考  通信日付印 年  月  日 
確認
印 

   
   
20．06改正                                        （法 １１０１） 

国税通則法第23条 
法人税法第80条の２ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

更正の請求書（単体申告用）の記載要領等 
 
１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合等に、国税通則法第23条又は法人税法第80条の２の規定に基づい

て更正の請求をするときに使用するものです。 

 (1) 税務署に提出した確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定に従っ

ていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

  イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

  ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含む｡）。 

  ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記

載しなかった場合を含む｡)。 

 (2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の

事業年度の法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 
 
 
    区 分       提 出 期 限 

 

 

(1) 国税通則法第 23条第１項の規 
定に基づいて提出する場合 

 請求のもとになる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認
がある場合は、その承認申期限）から１年以内 

 

 

(2) 国税通則法第 23条第２項の規 
定に基づいて提出する場合 

 国税通則法第 23 条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起
算して２月以内 

 

 

 (3) 法人税法第 80条の２の規定に 
基づいて提出する場合 

 請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた
日の翌日から起算して２月以内 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）作成して提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

 (1) 「この請求前の金額」欄には、請求のもとになる確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、更

正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

 (2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、確定申告書の記載方法に準じて

計算の上、 記載してください。 

 (3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、

その他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

 (4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第80条の2の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

 (5) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振

込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預金の種類及びそ

の口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口座の記

号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀行又は郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を

受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法

律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は

氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

更正の請求書（単体申告用）の記載要領等 
 
１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合等に、国税通則法第23条又は法人税法第80条の２の規定に基づい

て更正の請求をするときに使用するものです。 

 (1) 税務署に提出した確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定に従っ

ていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

  イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

  ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含む｡）。 

  ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記

載しなかった場合を含む｡)。 

 (2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の

事業年度の法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 
 
 
    区 分       提 出 期 限 

 

 

(1) 国税通則法第 23条第１項の規 
定に基づいて提出する場合 

 請求のもとになる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認
がある場合は、その承認申期限）から１年以内 

 

 

(2) 国税通則法第 23条第２項の規 
定に基づいて提出する場合 

 国税通則法第 23 条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起
算して２月以内 

 

 

 (3) 法人税法第 80条の２の規定に 
基づいて提出する場合 

 請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた
日の翌日から起算して２月以内 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）作成して提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

 (1) 「この請求前の金額」欄には、請求のもとになる確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、更

正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

 (2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、確定申告書の記載方法に準じて

計算の上、 記載してください。 

 (3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、

その他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

 (4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第80条の2の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

 (5) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込み

を希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその

口座番号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座への振込みを希望されるときは、その通常貯金口

座の記号番号を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払を受けるのに

便利な郵便局名を記載してください。 

 (6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印

してください。 

 (7) 「※」欄は、記載しないでください。 

  （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

  
 特定信託に係る更正の請求書   
  

※整理番号  

〒 
 納 税 地         
        電話（   ）   － 

 

(ﾌ ﾘ ｶ゙  ﾅ)  
  平成  年  月  日 
            

受 託 者 の 名 称  

(ﾌ ﾘ ｶ゙  ﾅ)  
 

代 表 者 氏 名          ○印  

特定信託の名称          

 税 務 署長殿 
※ 信託区分番号  

 

   国税通則法第 2 3条           
   法人税法第82条の16           

の規定に基づき 
自 平成    年    月    日 
至 平成    年    月    日 

計算期間の特定信託確定申告に係る 

 

 
  課税標準等について下記のとおり更正の請求をします。 

記 

区 分             この請求前の金額          更 正 の 請 求 金 額          

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額                    １ 円  円 
所  得 

法 人 税 額                    ２   

課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額                    ３   土地譲渡 
利 益 金     同 上 に 対 す る 税 額                    ４   

課 税 留 保 金 額                    ５   
留 保 金     

同 上 に 対 す る 税 額                    ６   

法 人 税 額 計                 （２＋４＋６） ７   

控 除 税 額                         ８   

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額                   （７－８） ９   

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額                         10   

納 付 す べ き 法 人 税 額                    11   
差 引     

還 付 金 額                    12   

翌 期 へ 繰 り 越 す 欠 損 金 又 は 災 害 損 失 金                         13   

 

 （更正の請求をする理由等） 

 

 
 
 

修正申告書提出年月日             平成    年    月    日 

更正決定通知書受理年月日 平成    年    月    日 
添付書類  

 還付される税金 
 
の受取場所 

１ 銀行等の預貯金口座に振込みを希望する
場合 
 
     銀行･金庫･組合    本店･支店 
      漁 協・農 協     本所･支所 
 
     預金 口座番号         

２ 日本郵政公社の通常貯金口座に振込みを
希望する場合 
通常貯金口座の記号番号    

           －         
 
３ 郵便局窓口での受け取りを希望する場合 
                 郵便局 

 
 

    

 税 理 士 署 名 押 印                ○印   

               

 ※税務署 処理欄 管理  部門  決算 
期  業種 

番号  整理
簿  備考  通信日付印 年 月 日 確認印   

  18･06 改正 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

 
 
  （廃 止） 

 

 

特定信託に係る更正の請求書の記載要領等 

 

１ この請求書は、次に掲げる事実に該当する場合に、国税通則法第23条又は法人税法第82条の16の規定に基づいて更

正の請求をするときに使用するものです。 

(1) 税務署に提出した特定信託確定申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法人税に関する法律の規定

に従っていなかったため又は当該計算に誤りがあったために、次のことに該当する場合 

イ 納付すべき税額が過大となったこと。 

ロ 申告書に記載した欠損金額が過少となったこと（申告書に欠損金額を記載しなかった場合を含みます｡)。 

ハ 申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少となったこと（申告書に還付金の額に相当する税額を記載

しなかった場合を含みます｡）。 

(2) 修正申告書を提出した場合又は更正、決定を受けた場合に、その修正申告又は更正、決定に伴い、その後の計算

期間分の特定信託に係る所得金額又は法人税額が過大となる場合（欠損金額又は還付金額については過少となる場

合） 

２ この請求書は、次の区分に応じてそれぞれの提出期限までに提出する必要があります。 

区     分 提    出    期    限 

(1) 国税通則法第23条第１項の規定

に基づいて提出する場合 

請求の基になる申告の法定申告期限（申告期限の延長申請に対する承認があ

る場合は、その承認申告期限）から１年以内 

(2) 国税通則法第23条第２項の規定

に基づいて提出する場合 

国税通則法第23条第２項の各号に掲げる事実に該当した日の翌日から起算し

て２月以内 

 

(3) 法人税法第82条の16の規定に基

づいて提出する場合 

請求の基因となる修正申告書を提出した日又は更正決定の通知を受けた日の

翌日から起算して２月以内 

 

 

３ この請求書は、１通（調査課所管法人の場合は２通）提出してください。 

４ この請求書の各欄の記載は、次によります。 

(1) 「この請求前の金額」欄には、請求の基になる特定信託確定申告書（当該申告書に関し更正があった場合には、

更正通知書）に記載された該当項目の金額を移記してください。 

(2) 「更正の請求金額」欄には、請求に基づいて更正がなされた場合の金額を、特定信託確定申告書の記載方法に

準じて計算の上、記載してください。 

(3) 「更正の請求をする理由等」欄には、請求をする理由及び請求をするに至った事情について記載するほか、そ

の他参考となる事項がある場合はこれを付記してください。 

(4) 「修正申告書提出年月日」欄又は「更正決定通知書受理年月日」欄は、法人税法第82条の16の規定に基づいて

更正の請求を行う場合に記載してください。 

(5) 「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を受ける場合に、取引銀行等の預貯金口座への振込みを

希望されるときは、その取引銀行等の名称等（該当の文字は○で囲んでください｡）、預貯金の種類及びその口座番

号を記載してください。日本郵政公社の通常貯金口座へ振込みを希望されるときは、その通常貯金口座の記号番号

を記載してください。また、郵便局窓口での受け取りを希望される場合には、支払いを受けるのに便利な郵便局名

を記載してください。 

(6) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印し

てください。 

(7) 「※」欄は、記載しないでください。 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 
等 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
                     自平成  年  月  日 (連結)事業年度 
貴法人から平成  年  月  日付でされた                     に係る 
                     至平成  年  月  日 課 税 期 間 

 更正の請求については、調査した結果、下記理由により更正をすべき理由がないと認められるので通知 

 します。 

記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 

 

20．06 改正                              （法１１０２－２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

(正 本) 法第     号 

納 
税 
地 

 
平成  年  月  日 

法 
人 
名 

  

代氏
表 
者名 殿 

 

税 務 署 長        
財務事務官            

○印    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
                     自平成  年  月  日 (連結)事業年度 
貴法人から平成  年  月  日付でされた                     に係る 
                     至平成  年  月  日 課 税 期 間 

 更正の請求については、調査した結果、下記理由により更正をすべき理由がないと認められるので通知 

 します。 

記 

（理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この通知に係る処分は、      の職員の調査に基づいて行いました。 

 

 

 

 

17．03 改正                              （法１１０２－２）  

（
規
格
Ａ
４
） 

(正 本) 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

    

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
１ 使用目的 

「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」(法 1102-1、法 1102-2)は、更正の請求に対して

調査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請

求事項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 提出された更正の請求書に基づき、提出年月日及び請求対象事業年度又は請求対象課税
期間を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期間」の文字を抹消し、単体法人の
場合は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連
結事業年度」の文字を抹消する。 

理 由  更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
(1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
(2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所
属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに
留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者に対し、国税に関する法律に基づき税務署長等が

その法人課税信託についての通知書等を送付する場合には、通知書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名

又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載する。 

 

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書 

 
１ 使用目的 

「更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書」(法1102-1、法 1102-2)は、更正の請求に対して

調査した結果、その更正をすべき理由がないと認めた場合、更正の請求が請求期限経過後に提出されたもの又は請

求事項が不適法なものである場合に、請求法人に対してその旨を通知するときに使用する。 

２ 記載要領 

項 目 内 容 

本 文 

 提出された更正の請求書に基づき、提出年月日及び請求対象事業年度又は請求対象課税
期間を記入し、当該請求書が、法人税の場合は「課税期間」の文字を抹消し、単体法人の
場合は「連結事業年度」の「連結」の文字を抹消する。消費税及び地方消費税の場合は「連
結事業年度」の文字を抹消する。 

理 由  更正の請求に対して更正をすべき理由がないとした理由を具体的に記載する。 

調査担当者の表示 

 「この通知に係る処分は、    の職員の調査に基づいて行いました｡」の空白部分は、 
調査担当者の所属等により次のとおり記入する。 
(1)  税務署の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄を二重線で抹消する。 
(2)  国税局の職員の調査に基づく処分である場合には、この欄の空白部分に当該職員の所
属国税局名を記入する。 

教 示 

処分の内容に応じて、次のとおり記入する（それぞれに該当する用紙を使用することに
留意する。）。 
(1) 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  税務署長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合 
イ 青色申告法人及び連結法人に対してこの通知を行う場合（青色申告書に係る更正等） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、
当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 
ロ イ以外の法人に対してこの通知を行う場合（その他の処分） 
「･･･２月以内に  国税局長に対して･･･」の空白部分には、処分の対象となる法
人の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記入する。 
また、「･･･（提出先は  国税不服審判所首席国税審判官）･･･」の空白部分には、

当該国税局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。 

３ 送付に当たっての留意事項 

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第 6項(定

義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書

便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。 

 （追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 

（追 加） 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  

 
別 添 ２ 



改 正 後 改 正 前 

（法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） （法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        （追 加） 
 
 
 
 

 

 


